
（平成２２年６月３０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 1 件

年金記録確認和歌山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



和歌山国民年金 事案 613  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年 10 月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年10月から52年３月まで 

申立期間については、妻が、夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付し

ていた。 

当初、妻についても、申立期間の保険料が未納とされていたが、第三者委

員会に申し立てたところ、記録訂正が認められた。 

私も妻と一緒に国民年金保険料を納付しているはずなので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は６か月と短期間であるとともに、申立人は、申立期間を除き、国

民年金制度発足時の昭和36年４月から60歳に到達するまでの間の国民年金保

険料をすべて納付している。 

また、申立人は、「私の国民年金保険料は、妻の保険料と一緒に妻が集金人

に納付していた。」と供述しているところ、オンライン記録、Ａ市町村保管の

国民年金被保険者名簿及び検認カードによると、昭和 37年 10月以降の国民年

金保険料は、おおむね夫婦同日に納付していることが確認できることから､申

立人の申立期間に係る保険料も、妻の保険料と一緒に納付されていたと考えて

も不自然ではない。 

さらに、本件申立てに先立って､申立人の妻から、当委員会に対し、「昭和

36 年５月から 37 年３月までの期間及び 51 年 10 月から 52 年３月までの期間

の国民年金保険料を集金人に納付した。」旨の記録確認の申立てが行われてい

るところ、51 年 10 月から 52 年３月までの期間については、申立期間は６か

月と短期間であり、37 年４月以降申立期間を除き未納期間は無く、50 年１月



以降付加保険料を含めて納付していることから納付意識が高かったものと推

認される等から、平成 22 年３月３日付けで納付記録を訂正することが必要で

あるとのあっせんが行われている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



和歌山国民年金 事案 614（事案 119の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年 10 月から 44 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和42年９月 

② 昭和43年10月から44年３月まで 

申立期間の国民年金保険料については、知人である近所の集金人が集金に

来てくれていたので納付していた。申立期間が未納になっているのは納得で

きないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ)申立人が国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の

国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない

こと、ⅱ) 申立人は、申立期間について、集金人に国民年金保険料を納付して

いたと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 46 年３月に払

い出されており、その時点では、申立期間の一部は時効により納付できない期

間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらないこと、ⅲ) 申立人の国民年金への加入手続及び申立期間に

係る納付状況についての記憶はあいまいであり、有力な証言も得られないこと

から、既に当委員会の年金記録の訂正が必要とまでは言えないとの決定に基づ

き、平成 20年６月 25日付け年金記録の訂正のあっせんは行わないとする通知

が行われている。 

しかしながら、前回の申立ての際、Ａ市町村（現在は、Ｂ市町村）が確認で

きないと回答していた申立人の両親に係る国民年金加入記録について、今回の

申立てを踏まえ、前回の申立て後に当委員会に設置された年金記録確認用の端

末装置を用いてオンライン記録を再調査したところ、両親に係る国民年金加入



記録が新たに判明し、両親は、申立期間①及び②を含む国民年金加入期間にお

ける国民年金保険料を完納していることが確認できることから、申立人が国民

年金の加入手続を行った昭和 46 年３月ごろにおいても、申立人及びその両親

の自宅に集金人が保険料の集金に来ていたことがうかがえる。 

また、Ａ市町村保管の申立人に係る国民年金被保険者名簿において、申立人

の申立期間②直後の昭和 44年４月から 47年３月までの保険料は、申立人の国

民年金手帳記号番号が払い出されてすぐの 46 年７月から、ほぼ毎月過年度納

付されていることが確認できることから、当時、同市町村では集金人が過年度

保険料を取り扱っていたものと推認される上、申立人の供述から、当時、申立

人及びその両親の自宅に集金に来ていた集金人は、保険料の納付勧奨に熱心で

あった状況がうかがえることを踏まえると、申立人が国民年金の加入手続を行

った 46 年３月ごろの直後に、当時、過年度納付が可能であった申立期間②の

保険料を集金人に納付していたものと考えて不自然ではない。 

一方、申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出され

た昭和 46 年３月時点で、時効により国民年金保険料を納付できない期間であ

り、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 43 年 10 月から 44 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 

 



和歌山厚生年金 事案 537  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立期間の標準報酬月額に係る記録を 22万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年 10月１日から６年 10月１日まで 

私は、平成元年２月から７年７月までの期間、Ａホテル内のレストランで

調理師として勤務し、その本社であったＢ社から給料が支給され、厚生年金

保険料も控除されていた。給与支給明細書を確認したところ、勤務期間のう

ち、５年 10 月から６年９月までの間の厚生年金保険料控除額は、標準報酬

月額 22万円に相当する額であるが、ねんきん定期便では標準報酬月額が 20

万円と記録されているので、申立期間の標準報酬月額を実際の厚生年金保険

料控除額に見合った額（22万円）に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与支給明細書から、申立人は、申立期間において、その主張する標準報酬

月額（22 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、申立期間当時の元事業主は、不明と回答しており、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所(当時)に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 



和歌山国民年金 事案 610   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成５年６月から７年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年６月から７年３月まで 

私は、20歳になった昭和63年＊月から国民年金に加入し、現在まで国民年

金保険料を納付してきた。平成３年に結婚してからは、妻の保険料と共に７

年３月まで現金で納付し、同年４月から金融機関の自動引落で納付したのに、

申立期間が未納期間となっている。申立期間の国民年金保険料は納付してい

るはずなので記録の訂正を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録及びＡ市町村保管の国民年金被保険者名簿によると、申立人

が20歳に到達した昭和63年＊月から同年９月までの国民年金保険料について

は、同年２月から同年９月にかけて、毎月現年度納付されているが、同年 10

月から平成５年５月までの保険料については、２年８月から７年３月にかけて、

22か月遅れて毎月過年度納付されており、７年４月からの保険料については、

同年４月以降、毎月口座振替により現年度納付されていることが確認できる。 

これらの納付記録からみると、申立人は、平成２年８月以降、毎月欠かさず

国民年金保険料を納付しているものの、当該保険料は 22 か月遅れの過年度分

である上、口座振替による保険料納付が行われた７年４月以降、過年度保険料

を一括納付したとの主張は行っておらず、このほか、申立期間の保険料を過年

度納付した形跡は認められない。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料の納付をうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

なお、オンライン記録によると、申立人の妻についても、平成３年４月から

６年 12月までの国民年金保険料については、３年７月から７年３月にかけて、



３か月遅れて毎月納付されているものの、７年４月からの保険料については、

申立人と同じく、毎月口座振替により納付されているため、同年１月から同年

３月までの保険料については未納となっていることが確認できる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



和歌山国民年金 事案 611  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成９年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年４月及び同年５月 

申立期間当時、会社を同じ月に退職した同僚から、国民年金の加入の話を

聞いたため、社会保険事務所（当時）で国民年金の加入手続と国民年金保険

料の納付を行った。どのように手続を行い、保険料を納付したかは覚えてい

ないが、納付したのは間違いないので記録の訂正を申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録及びＡ市町村の記録によると、申立人が初めて国民年金の被

保険者資格を取得したのは平成 15 年８月１日であることが確認できることか

ら、申立期間は国民年金の未加入期間に該当し、制度上、国民年金保険料を納

付することができない期間である。 

また、Ｂ協会の記録によると、申立人は、健康保険厚生年金保険被保険者の

資格喪失日である平成９年４月１日付けで、健康保険の任意継続被保険者資格

を取得し、同年４月 18 日に同年４月分の健康保険料（１万 3,940 円）が収納

されていることが確認できるところ、健康保険の任意継続被保険者資格を取得

するためには、被保険者の住所地を管轄する社会保険事務所で加入手続を行う

必要があることを踏まえると、申立人は、申立期間当時、社会保険事務所に出

向いたことはうかがえるが、当時、社会保険事務所において国民年金の加入手

続を行った場合、制度上、その場で現年度保険料を納付することはできず、後

日、市町村役場から納付書が送付される仕組みとなっていたことから、「その

場で国民年金保険料を納付した。」との申立人の主張は不自然である。 

さらに、申立人は、申立期間当時の国民年金の加入手続及び国民年金保険料

の納付状況についての記憶が明確でないと供述していることに加え、申立人が

申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）



は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



和歌山国民年金 事案 612   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和36年７月から37年３月までの期間及び41年４月から42年３月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 11年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和36年７月から37年３月まで 

② 昭和41年４月から42年３月まで 

国民年金の記録照会をしたところ、申立期間の国民年金保険料が未納とな

っているとの回答を受けた。 

しかし、国民年金に加入した当初から地元の徴収員が国民年金保険料の集

金に来てくれ、亡くなった妻が夫婦二人分の保険料を納付していたはずであ

る。 

平成 19年７月に第三者委員会に対し、年金記録に係る確認申立てを行い、

審議の結果、申立期間当時、申立人は国民年金保険料の納付に直接関与して

おらず、納付していたと推測できるような資料や証言も得られないことから、

現状ではあっせんは難しいと委員会から連絡を受けた。このため、同年 12

月に取り下げたが、21年 11月末の新聞記事で年金記録回復の新基準ができ

たことを知り、申立期間が未納と記録されていることにどうしても納得でき

ないので、記録の訂正を申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

本事案については、前回の申立期間に係る申立てにおいて、申立期間当時、

申立人は国民年金保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付したとする申

立人の妻も申立期間は未納となっていること等から、当委員会で年金記録の訂

正が必要とまでは言えないと判断され、申立人が申立てを取り下げたものであ

る。 

今回の申立てにおいて、申立人が申し立てている年金記録回復の新基準は、

平成21年12月25日から適用された年金事務所段階における記録回復基準のこ



とを示唆しているものと推測されるが、当該基準によると、本申立てが該当す

る「申立期間が２年以内の場合」の記録回復基準は、ⅰ）申立期間が一つであ

る、ⅱ）申立期間の前後が国民年金保険料の納付済期間である、ⅲ）申立期間

以外に未納期間がない、ⅳ）申立期間中に配偶者又は同居親族が納付済みであ

るのいずれの要件にも該当することが条件とされているところ、申立人の場合、

申立期間が二つあり、また、申立人の妻も申立人と同一の期間保険料が未納と

なっていることから、上記記録回復基準には該当しない。 

また、上記記録回復基準については、申立人自身が保険料の納付を行ってい

ない場合は除くとされているところ、申立人は、申立期間①及び②の保険料は

妻が納付していた旨供述しており、納付に関与していないことに加え、保険料

を納付していたとされる申立人の妻は死亡していることから、申立期間当時の

保険料納付について供述が得られない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



和歌山厚生年金 事案 536  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年４月１日から 48年９月 30 日まで 

私が、昭和 39 年にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社して以来、退職するまで

の間に給与が減額した記憶は無い。 

しかし、社会保険事務所（当時）の記録によると、昭和 46年 11月に９万

8,000円であった標準報酬月額が、47年４月から同年９月までの期間が６万

4,000円に、同年 10月から 48年９月までの期間が７万 2,000円に下がって

いるので、申立期間における標準報酬月額記録の訂正を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社発行の昭和 47年 12月分給与計算書の写し及び「市民税府民税特別徴収

税額の納税者への通知書」（昭和 48年度及び 49年度）の写しから、申立人は、

申立期間において、オンライン記録どおりの標準報酬月額に見合う厚生年金保

険料を控除されていることが確認できる。 

また、複数の同僚は、「標準報酬月額が下がったのは、昭和 47年にＡ社の賞

与の支給回数が４回から２回に変わったためだと思う。」と供述しているとこ

ろ、当時、賞与については、厚生年金保険法第３条第１項第３号及び第４号に

おいて「年４回以上の賞与は報酬に含め、４回未満の賞与は報酬に含めず保険

料賦課の対象とされない。」と規定されていたことから、同社の年間賞与支給

回数の変更に伴い、申立人の申立期間に係る標準報酬月額も引き下げられたと

考えるのが相当である。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人と同時に申立人

以外のほぼすべての被保険者の標準報酬月額も引き下げられていることが確

認できる。 

加えて、企業年金連合会が保管しているＡ厚生年金基金に係る標準報酬月額

の記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額が社会保険事務所の記

録と同じであることが確認できる。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に



ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間について厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 

 


